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ケース＆確認書類で学ぶ

相続手続き
八木正宣

税理士事務所ＳＢＬ所長・税理士執 筆：
会計事務所等での勤務を経て平成16年税理士事務所
ＳＢＬを開設。企業支援と相続関連業務に強み

Study

新
連
載

第

回

続
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
（
被

相
続
人
）
の
遺
産
を
、
遺
産
を

「
死
亡
届
」
の
提
出
を
受
け
て
（
あ
る

い
は
提
出
を
待
た
ず
に
）、
す
ぐ
に
そ

の
預
金
者
の
口
座
を
凍
結
し
ま
す
。
相

続
預
金
の
名
義
変
更
や
払
戻
し
は
、
別

途
相
続
手
続
き
の
申
し
出
を
受
け
て
対

応
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

相
続
届
の
印
鑑
を�

印
鑑
証
明
書
で
確
認
す
る

　

相
続
預
金
の
名
義
変
更
等
の
基
本
と

な
る
書
類
は
「
相
続
届
」（
サ
ン
プ

ル
。
名
称
は
各
金
融
機
関
で
異
な
る
）

に
な
り
ま
す
。
こ
の
書
類
は
、
被
相
続

人
が
生
前
行
っ
て
い
た
預
金
等
取
引
に

つ
い
て
、
そ
の
承
継
者
を
届
け
出
て
、

名
義
変
更
や
払
戻
し
等
を
請
求
す
る
書

類
で
す
。

　

相
続
財
産
の
承
継
者
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
と
し
て
「
遺
産
分
割
協
議
書
」

「
遺
言
書
」
が
あ
り
ま
す
が
、
相
続
預

金
の
手
続
き
に
お
い
て
相
続
届
を
遺
産

分
割
協
議
書
や
遺
言
書
に
代
わ
る
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

相
続
届
は
、
金
融
機
関
が
独
自
に
様

式
を
定
め
て
い
る
も
の
で
す
。
被
相
続

人
と
相
続
人
と
の
関
係
や
、
預
金
等
を

ど
の
相
続
人
が
承
継
す
る
か
等
を
記
載

し
、
相
続
人
全
員
の
署
名
と
実
印
の
押

印
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
場
合
、
相
続
手

続
き
で
は
、
相
続
届
と
合
わ
せ
て
以
下

の
書
類
の
提
出
を
受
け
ま
す
。

①
被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の

戸
籍
謄
本
ま
た
は
全
部
事
項
証
明
書

②
相
続
人
の
現
在
戸
籍
ま
で
の
戸
籍
謄

本
ま
た
は
全
部
事
項
証
明
書

③
相
続
人
全
員
の
印
鑑
証
明
書

　

①
や
②
に
よ
っ
て
、
相
続
人
が
だ
れ

で
あ
る
か
（
相
続
人
の
範
囲
）
を
確
認

で
き
ま
す
。
相
続
届
に
す
べ
て
の
相
続

人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
ま
し

ょ
う
。
相
続
人
が
１
人
で
も
欠
け
て
い

る
と
相
続
手
続
き
は
進
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
本
ケ
ー
ス
は
遺
言
書
も
な
く
遺
産

分
割
協
議
書
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
戸

籍
謄
本
等
で
被
相
続
人
の
妻
と
子
以
外

に
法
定
相
続
人
が
い
な
い
か
慎
重
に
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

な
お
、
法
務
局
発
行
の
「
法
定
相
続

情
報
一
覧
図
の
写
し
」（
本
連
載
で
は

次
回
以
降
に
解
説
）
が
提
出
さ
れ
た
場

合
は
、
①
や
②
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
相
続
届
ど
お
り
に
相
続
預
金

を
承
継
す
る
こ
と
が
相
続
人
全
員
に
同

意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

実
務
で
は
、
相
続
届
に
き
ち
ん
と
署

名
・
印
鑑
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
印
鑑
が
実
印
で
あ
る
こ
と
を
し
っ

か
り
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
印

鑑
が
実
印
で
あ
る
か
ど
う
か
は
③
の
印

影
で
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
念
の
た
め
、
被
相
続
人

の
取
引
が
預
金
以
外
に
な
い
か
確
認
す

る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　

被
相
続
人
の
通
帳
・
預
金
証
書
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
提
出

を
求
め
て
廃
止
手
続
き
を
取
り
ま
す
。

通
帳
・
証
書
等
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合

は
、
喪
失
届
等
の
提
出
を
求
め
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
相

続
預
金
の
名
義
変
更
手
続
き
に
進
み
ま

す
。
名
義
変
更
の
手
続
き
で
は
、
別
途

届
出
事
項
変
更
届
や
新
印
鑑
届
等
の
書

類
が
必
要
で
す
。
自
行
庫
の
ル
ー
ル
に

従
っ
て
処
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
相
続
預
金
の
払
戻
し
か
名
義

変
更
か
決
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
相
続

預
金
の
今
後
の
運
用
等
を
考
慮
し
、
承

継
者
の
利
便
が
良
い
ほ
う
を
ア
ド
バ
イ

ス
し
ま
し
ょ
う
。

相
続
で
き
る
権
利
が
あ
る
人
が
受
け
継

ぐ
こ
と
を
い
い
ま
す
。
相
続
で
き
る
権

利
が
あ
る
人
と
は
、
民
法
で
定
め
ら
れ

た
法
定
相
続
人
の
ほ
か
、
遺
言
書
に
よ

り
遺
産
の
承
継
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た

受
遺
者
が
該
当
し
ま
す
。

　

相
続
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
す
べ

て
の
遺
産
は
相
続
人
・
受
遺
者
の
共
同

管
理
と
さ
れ
、
遺
産
分
割
協
議
（
遺
産

を
だ
れ
が
ど
う
相
続
す
る
か
決
め
る
こ

と
）
や
遺
言
執
行
（
遺
言
の
内
容
ど
お

り
に
実
行
す
る
こ
と
）
の
手
続
き
を
経

て
処
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

金
融
機
関
と
し
て
は
、
預
金
者
が
死

亡
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
場
合
に
、

相

１ 遺産分割協議書や
遺言書がないケース

　相続預金の名義変更を依頼さ
れました。相続人は奥様と20
代のお子さんの２人で、遺産分
割協議書や遺言書はないもの
の、話合いで承継方
法は決めたそうで
す。どのように手続
きしたらよいですか。

◦�戸籍謄本等で被相続人の妻と
子以外に法定相続人がいない
か慎重に確認する

◦�相続届の署名・
印鑑で相続人全
員の同意がある
ことを確認

１
●相続届のサンプル

✓

　上記の被相続人は平成　年　月　日死亡

し、同人が預け入れた右記預金は（相続人一同の

協議・家庭裁判所の審判・同人の遺言）により右

記のとおり相続することになりましたので、右記

のとおり預金を払戻しまたは預金名義を変更して

ください。

　後日、この件に関し私ども以外の者が権利を主

張した場合は、私どもが連帯して責任を負い、貴

行にはご迷惑をかけません。

　上記預金の通帳・証書等のうち、下記物件の所在
が不明でこれらを提出できません。今後、下記物件
は無効であることはもちろん、万一発見した場合は
ただちに貴行に返却します。

相 続 人　　　おところ

（続柄　　　）　おなまえ

（実印）

相 続 人　　　おところ

（続柄　　　）　おなまえ

（実印）

相 続 人　　　おところ

（遺産分割後払戻・名義変更用）
相 続 届

種類

承継人 金融機関名 取引店名 預金
科目

口座
番号

□　次の承継人名義口座に振込んでください。

□　他行宛振込手数料は振込金より差し引いて　　ください。また、領収書は提出しません。

□　取引店で代り金を受領します。

□　承継人宛預金通帳等を郵送してください。

□　取引店で預金通帳等を受領します。

喪　失　物　件

払

　戻

　の

　場

　合

名
義
変
更
の
場
合

種類 口座番号

通帳・証書・キャッシュカード（本人・代理人）・

通帳・証書・キャッシュカード（本人・代理人）・

備考

払戻
名義変更

手続
区分

承継人
（変更後の名義）

口座番号
（等）

元金金額
（円）

（いずれかに○を付してください。）

御中

平成　　年　　月　　日

（続柄　　　）　おなまえ

被相続人　　おところ

　　　　　　おなまえ

（実印）

３．通帳・証書等の喪失

２．払戻金・預金通帳（証書）のお受取方法

１．相続預金の明細

4 123 000普通
預金
定期
預金

近代
花子
近代
明美

2233

2233

東京都中野区中央1丁目13番地9

近代銀行中央支店

近代 太郎

東京都中野区中央1丁目13番地9

妻

近代 花子

東京都杉並区東西1丁目2番3

子

近代 明美

30

30 4 1

3 15

払戻
名義変更10 000 000

印

印

戸籍謄本等で相続人を確認
し、すべての相続人が記載
されているかチェック

死亡した預金者の
取引に間違いはな
いかや名義変更の
内容を確認

相続人一同の話合い
で承継方法が決めら
れていることを確認

印影を印鑑証明
書でチェック


